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名古屋港管理組合本庁舎等整備事業 

現港湾会館敷地売払条件規定書 

 

 

本条件規定書は、名古屋港管理組合本庁舎等整備事業（以下「本事業」という。）の現港湾会

館敷地活用事業に関し、名古屋港管理組合（以下「組合」という。）及び現港湾会館敷地活用事

業者が締結する、現港湾会館敷地売払契約の内容とすべき基本的事項を示したものです。 

現港湾会館敷地売払契約は、組合が本事業に関し公表した実施方針、募集要項及びその添付書

類（事業契約書（案）、基本協定書（案）、要求水準書、優先交渉権者選定基準、様式集、図面

及び通知書を含む。）、これら資料に対する質問及びこれに対する組合の回答を示した書面並び

に現港湾会館敷地活用事業者がこれらに従い組合に提出した本事業に関する提案が記載された書

面の全てに基づき締結され、提案内容に応じて必要な範囲で条項が変更又は追加されます。 

 

 

（前文） 

名古屋港管理組合本庁舎等整備事業（以下「本事業」という。）に関し、譲渡人名古屋港管理

組合（以下「甲」という。）と譲受人［現港湾会館敷地活用事業者名称］（以下「乙」とい

う。）とは、次の条項により土地譲渡契約（以下「本売払契約」という。）を締結する。 

 

第１ 用語の定義 

本売払契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 「事業提案書」とは、乙が募集要項等に従い甲に提出した、本事業に関する提案が記載さ

れた全ての書面の総称をいう。 

(2) 「募集要項等」とは、本事業に関し公表された実施方針、募集要項及びその添付書類（要

求水準書、基本協定書（案）、事業契約書（案）、貸付契約書（案）、売払契約書（案）、優先

交渉権者選定基準、様式集、図面及び通知書を含む。）並びにこれら資料に対する質問及び

これに対する甲の回答を示した書類の全てをいう。 

 

第２ 譲渡地 

１．甲は、乙に対して次に掲げる土地（以下「譲渡地」という。）を現状のまま譲渡する。 

(1) 所在地  名古屋市港区入船二丁目 101 番の一部 

(2) 面 積  ［         ］㎡（契約書添付図面による。） 

(3) 図 面  契約書添付図面のとおり 

２．前項の面積をもって譲渡地の確定面積とし、甲及び乙は、互いに面積の過不足について何ら

異議申し立てをすることができないものとする。 

 

第３ 譲渡地の使用目的及び目的外使用の禁止 

乙は、譲渡地を乙の「          」として使用し、この目的以外の目的には使用

できないものとする。 

 

第４ 譲渡代金及び納付方法 

１．譲渡地の譲渡代金は、金［           ］円とする。 
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２．乙は、前項の譲渡代金を、甲の発行する納入通知書により指定された方法により、本売払契

約を締結した日の翌日から 30 日以内に甲に納付しなければならない。ただし、その納付期日

が名古屋港管理組合の休日を定める条例（平成３年条例第７号）第２条第１項に規定する休日

に当たるときは、当該休日の翌日をもってその納付期日とみなす。 

 

第５ 遅延利息 

乙は、甲に納付すべき譲渡代金を納付期日までに納付しないときは、当該金額に対し、当該

納付期日の翌日から納付する日までの日数に応じ年 14.6 パーセントの割合で計算した遅延利

息を、当該納付期日に納付すべき金額と同時に甲に納付しなければならない。 

 

第６ 所有権の移転、譲渡地の引渡し等 

１．甲は、乙が譲渡代金又は譲渡代金及び遅延利息を納付したことを、受領確認した後に、引渡

書の交付により、譲渡地を乙に引き渡すものとする。 

２．前項の規定による引渡しと同時に、譲渡地の所有権は甲から乙に移転するものとする。 

 

第７ 登記 

譲渡地の所有権移転登記は、乙が第６第２項の規定により所有権を取得した後、甲乙協力し

て速やかに行うものとする。 

 

第８ 瑕疵担保等 

１．本売払契約締結後、譲渡地に瑕疵があることが認められ、当該瑕疵が甲が本売払契約締結前

に、あらかじめ乙に情報として提示した資料に明示されていなかった場合は、乙は、甲に対し

て当該瑕疵の補修を請求し、損害の賠償を請求することができる。ただし、乙による本事業の

実施に起因して発生した譲渡地に関する障害については、この限りでない。 

２．本売払契約締結後、譲渡地の面積に過不足があることが認められ、正当な面積が確定したと

きは、当該確定した面積をもって第２に規定する譲渡地の面積とする。この場合において、乙

が甲に対し既に支払った譲渡代金については、これを精算しないものとする。 

 

第９ 施設建設の義務 

１．乙は、譲渡地内に、本売払契約、募集要項等、事業提案書及び本売払契約締結に至るまでの

その他の提出書類、並びに甲乙間の合意事項（以下、総称して「施設計画書」という。）に

従ってその工期内に当該計画に係る施設を建設しなければならない。 

２．乙は、経済事情の著しい変化その他やむを得ない事情のため、施設計画書を著しく変更する

必要が生じた場合、あらかじめ甲の書面による同意を得なければならない。 

３．乙は、本売払契約の締結後 10 年間は、譲渡地内に施設計画書に計画されていない施設等を

設置しようとするときは、甲の書面による同意を得なければならない。 

 

第10 登記完了前の権利義務の譲渡及び担保並びに譲渡地の使用の制限 

乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本売払契約により生じる権利若しくは

義務又は本売払契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ又は担保の目的に供し、又は譲渡地

を使用させることはできないものとする。 

 



 

 3

第11 登記完了後の譲渡地の譲渡及び使用の制限 

乙は、甲の書面による同意を得なければ、本売払契約の締結後 10 年間は、譲渡地を第三者

に譲渡し、又は使用させることはできないものとする。ただし、施設計画書において第三者に

譲渡し、又は使用させることが計画されている場合はこの限りでない。 

 

第12 契約の解除等 

１．本売払契約の締結の日から 10 年間は、甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、

契約を解除することができる。 

(1) 乙に対する破産手続、特別清算手続、民事再生手続又は会社更生手続の開始の申立てが

あったとき。 

(2) 滞納処分を受けたとき。 

(3) 第４、第９第１項（第９第２項の規定により施設計画書を変更した場合は、当該変更後の

施設計画書に基づく第９第１項）、第９第３項、第 10又は第 11に違反したとき。 

(4) 前３号のほか乙が本売払契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと甲が判断す

るとき。 

２．乙は、前項第３号及び第４号の規定により本売払契約を解除されたときは、譲渡代金の 20

パーセントに相当する金［          ］円を違約金として甲に支払わなければなら

ない。 

３．前項の違約金は、損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

４．乙は、第１項の規定に基づく本売払契約の解除により甲に損害があったときは、その損害を

賠償しなければならない。 

５．甲は、第１項の規定に基づく本売払契約の解除により乙に損害が生じても、その責めを負わ

ないものとする。 

６．乙は、第１項の規定により本売払契約を解除されたときは、自己の負担により甲が指定する

期日までに譲渡地を現状に復し、かつ、第三者の進入を防止する柵の設置等譲渡地の保全措置

を施した上で甲に明け渡すものとする。この場合において、乙が譲渡地を現状に復さないとき、

又は譲渡地の保全措置を施さないときは、乙の負担において甲がこれを現状に復し、又は譲渡

地の保全措置を施すことができる。 

７．乙は、本売払契約の解除があった場合、既納の譲渡代金の返還を請求する事ができる。ただ

し、その利息を請求することはできない。 

８．甲は、前項による返還金その他の乙に支払うべき金銭債務を負う場合は、当該金銭債務と違

約金、損害賠償金、現状復旧費、譲渡地保全費その他の乙が甲に支払うべき金銭債務とを対等

額で相殺するものとする。 

９．甲は、前項により相殺した後においても、乙に支払うべき債務に残額があるときは、その残

額を返還するものとする。ただし、この残額には利息をつけない。 

10．乙は、第８項により相殺がなされた後においても、甲に支払うべき債務につき残額があると

きは、甲の指定する期日までにこの残額を支払うものとし、当該期日までに支払わない場合に

は、当該納付期日の翌日から納付する日までの日数に応じ年 14.6 パーセントの割合で計算し

た遅延利息を付けるものとする。 

 

第13 公害及び災害の防止 

１．乙は、施設計画書に基づく施設の建設、維持管理又は運営により発生する騒音、振動、粉塵、
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煤煙、臭気、排水等（以下「騒音等」という。）については公害に関する法令、条例、規則等

を遵守し、必要な公害防止を整備する等、自己の責任と費用負担において地域住民に被害を及

ぼさないよう、万全の措置を講じなければならない。 

２．前項の措置を行ってもなお、騒音等の発生の恐れがあると甲が判断するとき、騒音等が生じ

たと甲が判断するとき、愛知県及び関係地方公共団体の指導、注意等があったときその他地域

住民から苦情があったときは、乙は直ちに誠意をもってこれらに対処し、必要な措置を講じな

ければならない。 

 

第14 実地調査等 

１．甲は、本売払契約に伴う乙の履行状況を確認するため任意に実地調査を行うことができるも

のとし、乙は、甲の調査に協力するものとする。 

２．乙は、正当な理由なく前項の調査を拒み、妨げ、又は忌避してはないらない。 

 

第15 乙の通知義務 

乙は、本売払契約締結の日から 10 年間を経過するまでの間において、乙が次の各号のいず

れかに該当するに至ったときは、甲に対し直ちにその旨を通知しなければならない。 

(1) 乙の商号、住所、代表者等に変更があったとき。 

(2) 乙につき合併、会社分割、営業譲渡、その他の類似行為を行おうとするとき、又は営業を

停止したとき。 

(3) 強制執行、仮差押、仮処分又は競売の申立てを受けたとき。 

(4) 破産手続、特別清算手続、民事再生手続、又は会社更正手続その他これらに類似する倒産

手続（将来制定される手続を含む。）の開始の申立て若しくは競売の申立てを受けたとき。 

(5) 滞納処分を受けたとき。 

 

第16 有益費等請求権の放棄 

乙は、本売払契約を解除された場合において、譲渡地に投じた有益費、必要費その他の費用

があっても、これを甲に請求できないものとする。 

 

第17 守秘義務 

本売払契約に関し、甲及び乙が相互に知り得た事実に関しては、双方同意を得なければ、こ

れを第三者に漏洩してはならないものとする。 

 

第18 損害賠償 

乙は、本売払契約に定める義務を履行しないことにより、甲に損害を与えたときは、その損

害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

 

第19 費用の負担 

本売払契約の締結に要する費用及び所有権移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

第20 管轄裁判所 

本売払契約に関する訴えは、名古屋地方裁判所を第１審の管轄裁判所とする。 
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第21 疑義の決定 

本売払契約に関し疑義が生じた事項又は本売払契約に定めのない事項については、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

 

本売払契約締結を証するため、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有す

る。 

なお、この契約は仮契約書であって、甲及び乙は、事業契約書第 37 条第４項に規定する現港

湾会館の解体・撤去に係る甲の確認を経た後に、本仮契約書と同じ内容の契約書をして、正式な

売払契約を締結するものとし、甲及び乙は、合理的な理由なく、かかる正式な売払契約の締結に

ついて留保又は遅延しないものとする。 

 

 

平成［ ］年［ ］月［ ］日 

 

 

 

甲  名古屋市港区入船一丁目８番21号 

名古屋港管理組合 

名古屋港管理組合管理者 

                印 

 

乙  ［住所］ 

［会社名］ 

［代表者名］          印 
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